
特  記  仕  様  書 

（１）入札前に必ず、現場・仕様書・図面を精査し、意義・質問等あれば申し立てること。 

（２）当工事は、「工事成績採点対象工事（試行）」とする。試行につき採点項目・採点結果は非公表とする。 

（３）工事実施前に起工測量を実施し、監督員と必ず数量等を報告し施工すること。 

（４）通行止め等の交通規制については、監督員と十分協議し、関係機関に周知すること。 

（５）施工中の道路施設等の破損については、請負者の責任において修復すること。 

（６）特記なき事項については、三重県公共工事共通仕様書に基づき施工すること。 

（７）環境に配慮した公共土木事業を実施する為、以下の事に留意すること。 

    ①工事車両等のアイドリングストップの推進  ②工事現場等の環境美化の推進。 

（８）本工事において、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を大台町内に本店を有する者の中から選定する

よう努めること。 

（９）受注者は暴力団員等による不当介入を受けた場合は断固としてこれを受け入れず、不当介入があった時点で速やかに

警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

（10）前項により警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。

発注者への報告は必ず文書で行うこと。 

（11）受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行

うこと。 

（12）新型コロナウイルス感染拡大対策について、従業員・作業員が感染した旨を速やかに発注者に報告する等、保健所等



の指導に従い、感染者本人や濃厚接触者の自宅待機をはじめ、適切な措置を講じること。 

（13）尚、感染拡大防止のため、従業員・作業員が感染及び濃厚接触者となり、保健所の指導の基、発注者（監督員等）が

濃厚接触者に該当する際も報告すること。 

また、発注者（監督員等）が、感染及び濃厚接触者となり、受注者と接触があった際は、発注者から報告します。 

 


